
名寄市 法適用不利益処分個票

1

ID: 1655
担当部署: 健康福祉部 こども未来課 子育て支援係

処分の概要 児童扶養手当の支給の調整

法 令 名

根 拠 条 項
児童扶養手当法 第4条の2

法 令 番 号 昭和36年法律第238号

【基準】

法第4条の2の規定による。

(支給の調整)

第4条の2 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は

父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該

児童については、支給しない。

2 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養

育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。
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